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所得割額の軽減割合（平成29年度）

70％

45％

20％

⑴、⑵は東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

賦課のもととなる所得金額

⑴ 15万円以下

⑵ 20万円以下

⑶ 58万円以下

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き
は

加
入
の
手
続
き
が
必
要
で
す

【
対
象
】

20
歳
以
上
60
歳
未
満
で
、
会
社

な
ど
を
退
職
し
て
厚
生
年
金
や

共
済
組
合
な
ど
の
加
入
者
で
な

く
な
っ
た
方
、
お
よ
び
そ
の
加

入
者
の
扶
養
に
入
っ
て
い
た
配

偶
者（
第
3
号
被
保
険
者
）

【
手
続
き
に
必
要
な
物
】

▽
退
職
証
明
や
離
職
票
な
ど
退

職
日
の
分
か
る
物

▽
年
金
手
帳

▽
印
鑑

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
扶

養
認
定
か
ら
外
れ
た
配
偶
者
の

方
も
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手

続
き
に
は
、
扶
養
喪
失
証
明
な

ど
扶
養
喪
失
日
が
分
か
る
物
が

必
要
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
が
納
付
猶
予

に
な
る
学
生
納
付
特
例
制
度
の

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す
。

学
校
で
も
受
け
付
け
が
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
在
学

校
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

20
歳
以
上
の
大
学
・
短
期
大
学

・
専
門
学
校
な
ど
の
学
生
で
、

本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準

額
以
下
の
方
（
所
得
が
一
定
基

準
額
を
超
え
る
場
合
で
も
、
失

業
し
た
方
や
災
害
を
受
け
た
方

な
ど
は
特
例
で
認
め
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）

【
手
続
き
に
必
要
な
物
】

学
生
証
の
写
し
ま
た
は
在
学
証

明
書
な
ど

【
申
請
期
間
】

4
月
〜
平
成
30
年
3
月

申
請
が
遅
れ
る
と
、
病
気
や

け
が
で
障
害
の
状
態
に
な
っ
た

と
き
に
障
害
基
礎
年
金
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
額
が
変
わ
り

ま
す平

成
29
年
4
月
か
ら
は
、月
額

1
万
6
4
9
0
円
に
な
り
ま
す
。

保
険
料
は
口
座
振
替
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
が

便
利
で
す
。
ま
と
め
て
前
払
い

す
る
場
合
は
割
引
が
あ
り
ま
す
。

口
座
振
替
な
ど
を
ご
希
望
の

方
は
、
葛
飾
年
金
事
務
所
へ
届

け
出
が
必
要
で
す
。

年
金
額
に
つ
い
て

平
成
29
年
4
月
か
ら
の
年
金

額
（
6
月
以
降
に
振
り
込
ま
れ

る
分
）
は
、
平
成
28
年
度
比
で

0
・
1
％
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」を
ご
確
認

く
だ
さ
い

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
の
被

保
険
者
に
、
日
本
年
金
機
構
か

ら「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」が
毎
年

誕
生
月
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
保

険
料
納
付
実
績
や
年
金
の
見
込

み
額
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
ね
ん
き
ん
定
期
便
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
】

ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ

ッ
ト
等
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

!

0
5
7
0（
0
5
8
）5
5
5

Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
方

!（
6
7
0
0
）1
1
4
4

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
】

葛
飾
年
金
事
務
所

（
立
石
3‐

7‐

3
）

!（
3
6
9
5
）2
1
8
1

【
申
請
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

!（
5
6
5
4
）8
2
1
4
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平成29年度以降の後期高齢者医療制度の保険料および軽減措置が、

東京都後期高齢者医療広域連合において決定しました。

平成29年度保険料額決定通知書は、7月中旬ごろ送付します。

詳しくはお問い合わせください。

保険料の決め方

（※1）年間保険料額は100円未満切り捨て
（※2）賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額等から33万円（基礎控除額）を差

し引いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

保険料均等割額の軽減

世帯主および同じ世帯の被保険者全員の「総所得金額等の合計額」

が下表に該当する場合、均等割額が軽減されます。

保険料均等割額の軽減対象者の拡大

▽5割軽減 軽減対象となる所得基準額が拡大されました。

（拡大前：33万円＋（26万5千円×被保険者の数）以下）

▽2割軽減 軽減対象となる所得基準額が拡大されました。

（拡大前：33万円＋（48万円×被保険者の数）以下）

保険料所得割額の軽減

被保険者本人の総所得金額等から33万円（基礎控除額）を差し引い

た「賦課のもととなる所得金額」が下表に該当する場合、所得割額が

軽減されます。

平成30年度以降、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方に

ついては、所得割額の軽減措置が廃止される予定です。これに伴い、

東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置についても、見直し

が予定されています。

制度加入の前日まで被用者保険（※3）の被扶養者だった方の保険料

の特例

（※3）被用者保険とは、国民健康保険と国民健康保険組合を除く健康保険（健康保険組合・

共済組合など）のことです。

制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった方は、下表のと

おり、均等割額が軽減されます。

なお、所得割額は、平成29年度は掛かりませんが、その後につい

ては、引き続き検討されることとなりました。

低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

東京都行政書士会葛飾支部会員
官公庁への代理申請・契約書の代理作成は、行政書士にご相談下さい。

遺
言
・
相
続
、
相
続
に
伴
う
借
家
解

約
手
続
等
、
お
気
軽
に
ご
相
談
を

植
原
ひ
と
み
（
水
元
1‐

7‐

4‐

202
）

3609
‐4675

遺
言
・
相
続
専
門（
土
日
相
談
可
）

深
澤
秀
徳
（
東
新
小
岩
1‐

5‐

18‐

1007
）

5672
‐3217

遺
言
・
相
続
、
外
国
人
在
留
・
帰
化

著
作
権
に
関
す
る
ご
相
談

鈴
木
恵
子
（
堀
切
2‐

48‐

18
）

6319
‐5527

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
米
国
ビ
ザ

在
日
韓
国
人
の
戸
籍

宋
民
子
（
亀
有
1‐

26‐

7
）

5680
‐6930

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
相
続
・
遺
言

介
護
事
業
、入
札
参
加
、民
事
・
商
事

古
谷
武
志
（
奥
戸
7‐

15‐

19
）

3692
‐0778

遺
言
・
相
続
・
民
事
全
般

省
エ
ネ
・
環
境
の
届
出
と
補
助
金

牧
野
祐
治
（
亀
有
5‐

11‐

16
）

3628
‐8333

遺
言
・
相
続
専
門（
土
日
相
談
可
）

ペ
ッ
ト
の
手
続
・
相
談
も

松
﨑
基
城
（
南
水
元
1‐

8‐

17‐

401
）

5699
‐1955

不
動
産
・
共
有
・
借
地
・
空
き
家

遺
言
・
相
続
の
お
悩
み（
土
日
も
可
）

富
井
禎
文
（
小
菅
4‐

21‐

20‐

308
）

6677
‐3074

所得割額
賦課のもととなる所得金額

（※2）
×所得割率9．07％

＋
均等割額
42，400円＝

年間保険料額
（※1）

（限度額57万円）
平成29年度

均等割額の軽減割合

9割

8．5割

5割

2割

65歳以上（平成29年1月1日時点）の方で公的年金所得がある場合は、その所得から15万円（高齢者特別控除額）
を差し引いた額で判定します。
世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
軽減判定は、平成29年4月1日（新たに後期高齢者医療制度の対象となった方は加入時）の世帯状況で行います。

総所得金額等の合計額

33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下
（その他の所得がない）

33万円以下で9割軽減の基準に該当しない

33万円＋（27万円×被保険者の数）以下

33万円＋（49万円×被保険者の数）以下

均等割額の軽減割合

平成31年度以降

5割
（加入から2年を経過する月まで）

平成30年度

5割

平成29年度

7割

持ち込み食品等の放射性物質検査を行っています（要予約）。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

【申し込み・担当課】 消費生活センター（立石5‐27‐1ウィメンズパル内） !5698‐2316

（２）
平成29年（2017年）3月25日 No.1690

葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp


